
  

もしも同じ医師が、同じ患者を、同じ

時期に診察して、一方で「就労不能」と

診断し、他方で「就労可能」と診断した

場合、会社はこの医師を信用できるでし

ょうか。 

  

もしも裁判所が、この２つの診断内容

について、「診断書作成の際の利益状況を

全く異にする」から結論が異なっても問

題ないと判断したとすれば、会社は何を

信用すればいいのでしょうか。そもそも

医療の世界においてそのようなことが許

されてよいのでしょうか。 

 普通に考えればあり得ない話ですが、

休職期間満了直前の復職をめぐる争いの

中ではこれがあり得る話なのです。 

  

今回ご紹介するアメリカン・エキスプ

レス・インターナショナル・インコーポ

レイテッド事件（東京地裁平成２６年１

１月２６日判決）は、うつ病で休職して

いた従業員の休職事由の消滅（就労可能

か否か）が争われた事案です。その中で、

冒頭のような主治医の診断内容の信用性

が問題になりました。 

 

１ 傷病手当金と復職 

 この事案もそうですが、業務外の疾病

で長期にわたり療養休職となる場合、労

働者は健康保険から傷病手当金の支給を

受けることができます。傷病手当金の支

給を受けるにあたっては、傷病手当金の

支給申請書が必要であり、同申請書には、

「療養担当者が意見を記入するところ」

という欄が設けられています。療養が続

いている場合、診察した医師は、「療養が

必要、就労不能」などと記載をします。

傷病手当金の支給を受けるためには、「就

労不能」という診断内容が必要なのです。 

 他方、療養休職の休職期間が満了しそ

うな場合、このまま「就労不能」では病

気が治っていないと会社に判断され、就

業規則にしたがって自然退職になる可能

性があります。 

そこで、今度は「就労可能」という診

断内容が必要になります。 

 復職をめぐってトラブルになるケース

の多くで、まだ病気が治っていないにも

かかわらず、患者の意向や意欲を汲んだ

形で「就労可能」という診断書が出てき

ます。 

 また、ちょうど傷病手当金の支給申請

書と就労可能の診断書の作成時期が重な

る場合もあります。 

 この事案では、主治医が、休職期間満

了日（平成２４年１２月２０日）直前で

ある平成２４年１２月５日付の診断書に

おいて、平成２４年１２月１４日から「就

労可能」と診断していました。 

 他方で、平成２５年１月７日付の傷病

手当金の支給申請書においては、平成２

４年１２月１日から３１日まで「就労不

能」と診断していました。 

 すなわち、休職期間満了日である平成

２４年１２月２０日を基準にすると、一
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方は就労可能、他方は就労不能だと判断

しているのです。これは明らかな矛盾で

しょう。 

 

２ 裁判所「利益状況が異なる」 

 会社側も、傷病手当金の支給申請書と

診断書の内容が完全に矛盾すること、む

しろ、平成２５年１月７日付の傷病手当

金の支給申請書に記載した内容の方が事

後的に実態を振り返って診断されたもの

であり、平成２４年１２月５日付の診断

書よりも状態を正確に表していると主張

しました。 

 しかし、裁判所は、傷病手当金の支給

申請書の記載について、平成２４年１２

月５日付の診断書等の記載にもかかわら

ず、本件療養休職期間満了において、原

告が復職可能であるとはいえないと会社

が判断したことを受けて、会社の判断に

沿う形で原告が傷病手当金を受給するた

めに作成されたものであることが認めら

れ（要するに会社が治っていないと判断

するから、労働者のためにも傷病手当金

が受け取れるように就労不能と書いたと

いうことです）、「本件診断書とは作成の

際の利益状況を全く異にするものである」

から、原告が就労可能であるとの医師の

診断自体を左右するものではない（判断

に影響は与えない）と判断しました。 

 そのうえで、「原告の単極性うつ病（う

つ状態）の回復の程度については、主治

医であるＡ医師の専門的判断は十分に尊

重される」と述べ、結論として、休職事

由は消滅している、すなわち就労可能だ

と判断しました。 

 ある患者の症状というのは客観的に１

つではなく、「利益状況」に応じて変わり

得ることを裁判所が事実上容認したとい

えます。 

裁判所は、主治医の意見を尊重するに

せよ、主治医の意見を絶対視しているわ

けではなく、患者の強い意向を受けた診

断内容があり得ることも認識していると

考えられます。 

 

３ 主治医に会うことが必要 

 会社としてやるべきことは、怪しい診

断書、矛盾する診断書が出てきたら、診

断書を作成した医師と面談することです。

そして、これまでの診療録等の開示を求

め、それらを吟味することです。 

 この事案でも、裁判所は、会社が、医

師の診断書等に矛盾点や不自然な点があ

ると考えるならば、休職期間満了前の復

職可否の判断の際に、診断書を作成した

医師に照会し、労働者の承諾を得て、同

医師が作成した診療録の提供を受けて、

会社の指定医の診断も踏まえて、本件診

断書等の内容を吟味することが可能であ

ったと述べ、それをしないまま主治医の

診断を排斥した会社の対応を問題視して

います。 

 確かに、必ずしも主治医の協力が得ら

れるケースばかりではありません。しか

し、復職可能の診断書が出ているにもか

かわらず、主治医との面談を試みないま

まに休職事由が消滅していないとして休

職期間満了で自然退職とすることは現在

の裁判実務、メンタルヘルス対策におい

ては会社の対応として不十分であるとい

うことです。 

 ただ、就労可能であっても「利益状況」

に応じて、就労不能と診断して傷病手当

金の支給を受けることが許されるという

結論には、個人的に非常に違和感を覚え

ます。 
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